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第４回 加古川流域委員会を開催しました 

このニュースレターは加古川流域委員会の審議内容について、流域の皆様に発信するために、加古川流域委員

会が発行しています。加古川流域委員会の内容はホームページでもご覧になれます。 

●委員会の概要 

 
加古川の河川整備計画に反映させる河川整備の内容について、洪水の選定、洪水の概要、治水メニューの検討、環境の課題整

理、考えられる具体策について審議を行いました。 

平成 20 年 10 月 29 日に委員 12 名の参加を得て実施しました。 

▲小野市
お の し

黍田町
きびたちょう

●今後の加古川流域委員会を 

1 月 21 日（水）午後、2 月 18 日（水）午後、 

3 月 25 日(木)午前 に開催予定です。 

② 第 3 回加古川流域委員会審議内容の報告 
加古川流域委員会庶務より、前回の第 3 回加古川

流域委員会審議内容の確認が行われました。概要を

以下にまとめます。 
 
 
・議論のポイントは、闘竜灘、自然環境（河口干潟

など）、加えて利水や河川空間利用などについて

の総合的な検討です。 

・考えられる具体策（複数）について議論し、河川

管理者が原案を策定することが確認されました。

③ 河川整備の内容について 
河川管理者より、河川整備の内容について説明が

行われました。概要を以下にまとめます。 

 

・加古川でこれまで発生した洪水の中から、今後

20～30 年間で整備する河川整備の内容を検討

していく上でまず、基本高水規模の阿久根台風を

除き、その他の近年発生した大きな洪水で水文資

料が整っている、平成 16 年 10 月 20 日洪水、

平成 2 年 9 月 20 日洪水、昭和 58 年 9 月 28

日洪水の 3 つを整備計画の目標とすべき洪水の

候補に選びました。 
 
・これら 3 洪水は、これまでの洪水の中でも非常に

規模が大きく、目標として正しいと考えておりま

すが、確かにあの時のあの洪水はこんな洪水だっ

たなという実体験を通じた思いを委員（住民）の

みなさまと河川管理者が共有したいと考えてい

ます。 
 
・環境上の課題（生物の生息・生育環境[瀬・渕、

わんど･たまり、水際植生、レキ河原、河口干潟]、
魚類の遡上など）を整理し、考えられる具体策を
とりまとめました。例えば平成 16 年 10 月洪水
を対象にすると、河口部の干潟や上流部の闘竜灘
にも何らかの改修が必要になりますが、改修の方
法についてはいろいろな工夫があると考えてい
ます。 

① 河川管理者挨拶 
河川管理者より、「可能な限り月一度のペースで会

議を開催し、集中的な議論を重ね、良い加古川づく

りを計画していきたい」との挨拶が述べられました。

合計 46 名の方の参加をいただきました。 

～今後の委員会スケジュール～ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＊駐車場に限りがございますので、会場へは公共交通機関のご利用をお願いします。 

＊豪雨や地震などの影響によりやむを得ず開催を延期させていただく場合があります。

その際はホームページなどでご連絡いたします。 

＊詳しく(審議の内容等)はホームページをご覧下さい。 

第 6 回 加古川流域委員会の開催について 
 

● 委員からの主な発言 

加古川流域委員会 庶務 
〒541-0045 大阪市中央区道修町 1-6-7 
電話：06-6206-5444   FAX：06-6206-6025    担当：岸元（きしもと）  生嶋（いくしま）
 

ホームページからもお問い合せができます      http://www.kakoriver.jp/    

【お問い合せ窓口】 

【日 時】平成 21 年 1 月 21 日(水) 14:00～16:00 
【場 所】小野市うるおい交流館エクラ １階 大会議室 

      所在：小野市中島町 72    電話：0794-62-5080 
     神戸電鉄小野駅から らんらんバスｱﾒﾆﾃｨ循環ルー エクラ前下車(約７分) 

【お申し込み方法】 
 参加ご希望の方は、①氏名 ②所属 ③住所 ④電話番号を 
ご記入の上、FAX、はがきで下記あて先までお申し込みください。 
傍聴は事前申込みを基本としていますが、委員会当日にも会場にて 

受付致します。※ホームページからも申込みができます。 

【応募締め切り】1 月 16 日(金)※はがきは必着です 

○阿久根台風は河川整備基本方針レベルの洪水を住民が
経験したという意味で重要だと思います。阿久根台風を
単に除くのではなく、河川整備基本方針で目標とする洪
水をイメージし、その枠の中で 20～30 年間で整備する
河川整備計画を位置づけるという共通認識を流域の方
に持っていただくことが非常に重要だと思います。 

 
○実績浸水区域図で堤防から離れたところで浸水がありま

すが、地形要因や下水道等の関連もあると思います。そ
れらについても情報を提供頂けませんか。 
（河川管理者による回答）このような氾濫のことを内水氾濫と呼
んでいます。内水氾濫にもいろいろな原因がありますので、主
だった箇所の氾濫原因を整理して説明します。 

 
○加古川の大きな特徴に中州があると思います。『播磨国

風土記』にも書かれているぐらい昔からの特徴ある地形
ですが、中州に茂った樹木の伐採や土砂の除去など、治
水対策の議論を行う上で重要なので、この説明もお願い
します。 
（河川管理者による回答）中州がどういうところにあるかを、今
回の資料（環境上の課題の整理の箇所）中の図でお示ししま
す。 

 
○ヤナギ群落は河川にとって非常に重要な群落なので、そ

の位置づけを検討していただければと思います。 
（河川管理者による回答）環境と治水のバランスは、河川整備
計画をつくるにあたって一番議論になるところです。樹木の状
況についても、残すべきもの、あるいは治水上問題のあるもの
等についてのご意見を頂きたいと思います。 

 
○空間分布、時間分布を考慮して洪水の選定を行うべきだ

と思います。 
（河川管理者による回答）空間分布については原案にある程度
考慮されていると考えています。 
時間分布については、雨が長時間ダラダラと続く洪水について
も考えていきたいと思います。 

 
○洪水の選定で、浸水家屋だけでなく、農業関係の被害か

らも検討してほしい。 
（河川管理者による回答）農業被害についてはデータの有無を
確認し、できるだけ整理します。 

 
○河口干潟の掘削は環境への影響が大きいだけで、効果

がないのではないでしょうか。 
（河川管理者による回答）河口域は高潮の影響で河積を広げ
ても疎通能の向上効果が発揮されない場合もあります。干潟
部分の掘削の効果については次回までに整理して説明しま
す。 

○干潟は上流から流れてくる砂レキによって成立しており、も
し上流から砂レキが流れてこなくなれば自然に消滅してし
まいます。干潟を検討するに際しては砂レキのところ、砂
州、河川敷などをトータルに考える必要があると思います。
（河川管理者による回答）河道掘削というのは大変難しく、どこ
かを掘削すると他の場所で土砂がたまったり洗掘されたりしま
す。掘削する場合には、干潟の状況などの様子をみながら徐々
に進める必要があると考えています。 

 
○ハザードマップで危険な箇所とされているところで開発を許

可しているところがあります。今後は、開発の規制が必要
ではないでしょうか。 
（河川管理者による回答）危険箇所の開発規制などは、流域市
町と情報共有しながら河川整備計画の流域対策として、計画に
盛り込んでいきたいと考えています。 

 
○上流で水を貯めて下流を守るという全体的視点から、例え

ば、ため池、森林保全など保水能力の視点からのアプロー
チを欠かしてはならないと思います。 
（河川管理者による回答）ため池や森林については、今の状況
を保全していくことを、河川整備計画の中で明確に書いていくこ
とになると考えています。 

 
○前回の河川整備基本方針の説明で、「基本高水流量

9,000ｍ3/秒に対して 1,600ｍ3/秒はどこかでためる」と
いう話がありましたが、それと先程のご発言の保水との関
係を教えてください。 
（河川管理者による回答）川に流れる洪水をダムや遊水地でた
めて、流量を少なくするというのが前回の説明です。先程の保水
の話は、川に入ってくる前にどれだけためることができるかとい
う話です。 

 
○治水を考えると、中州や干潟よりも断面確保の効果が大

きい、スポーツなどに利用している高水敷の掘削について
検討していくことも必要だと思います。 
（河川管理者による回答）河川利用と治水のバランスをとること
が重要です。環境と治水のバランスと同様、河川利用の観点か
らの御意見を頂きながら、どういう河道断面にしていくのかという
ことを考えていきたいと思います。 

●傍聴者からの主な発言 

○ため池の利用、森林保全について、現在の保水力を確保
するだけでは決して十分ではなく、もっと手入れをしていく
必要があると思います。 

傍 聴 

自 由 

入場無料

委員から頂いた意見の概要をまとめました。 


